
判決　平成１５年１月２０日　神戸地方裁判所　平成１４年(わ)第３５６号，第１
１６３号　覚せい剤取締法違反，公正証書原本不実記載，同行使被告事件
                            主文
        被告人を懲役７年及び罰金２００万円に処する。
        未決勾留日数中２００日をその懲役刑に算入する。
        その罰金を完納することができないときは，金５０００円を１日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
        押収してあるチャック付きポリ袋入り覚せい剤白色結晶粉末３７袋（平成
１４年押第７６号の１ないし３３，５５ないし５８）及びポリ袋入り覚せい剤白色
結晶粉末２１袋（同押号の３４ないし５４）を没収する。
        訴訟費用は被告人の負担とする。
                            理由
（罪となるべき事実）
　被告人は，
第１　Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤと共謀の上，ＣがＤと婚姻した事実がないのに，Ｃの本邦
における日本人配偶者の在留資格を得る目的で，平成１３年４月２６日，兵庫県伊
丹市千僧１丁目１番地所在の伊丹市役所において，同市役所市民課戸籍係員に対
し，ＣとＤが婚姻した旨の虚偽の事実を記載した婚姻届等を提出して虚偽の申立て
をし，同市役所職員をして，Ｄの戸籍を管轄する兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３
番１号所在の尼崎市役所に同婚姻届を送付させ，よって，同年５月上旬ないし中旬
ころ，前記尼崎市役所において，情を知らない同市役所市民課戸籍係員をして，Ｄ
の戸籍の原本にその旨不実の記載をさせた上，これを同市役所に備え付けさせて行
使した
第２　営利の目的で，みだりに，平成１４年３月１１日午後零時３５分ころ，兵庫
県伊丹市Ｅｆ丁目ｇ番地ｈ所在のＩマンション南側路上において，フェニルメチル
アミノプロパン塩類を含有する覚せい剤白色結晶粉末約１２１．５５３グラム（平
成１４年押第７６号の１ないし１４，１６ないし１９，２１ないし５８はその鑑定
残量）及びフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する覚せい剤白色結晶粉末
約１．５９５グラム（同押号の１５，２０はその鑑定残量）を所持した
ものである。
（証拠の標目）―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号―
　省略
（補足説明）
第１　争点の整理等
　　　弁護人は，判示第２の事実につき，被告人は「Ｊ」なる人物（男）から頼ま
れて判示第２の覚せい剤（以下「本件覚せい剤」という。）を貸金の担保として預
かり所持していたに過ぎないから，本件覚せい剤を営利目的で所持していたもので
はない旨主張し，被告人も当公判廷でこれに沿う供述をするところ，当裁判所は，
関係各証拠によれば，被告人が営利の目的で本件覚せい剤を所持していたものと優
に認められると判断したのであるが，所論に鑑み若干補足して説明する。
第２　当裁判所の判断
　１　前掲関係各証拠によれば，被告人は平成１４年３月１１日午後零時４８分こ
ろ，判示第２記載の場所でセカンドバック（灰色，横長，革製のもの）入りの本件
覚せい剤を所持しているところを現行犯逮捕されたこと，本件覚せい剤は，約１２
３グラムと多量であり，概ね１０グラム弱，５グラム弱，０．８グラム前後，０．
５グラム前後，０．３グラム前後の５種類に小分けされた上（合計５８袋），郵便
局等の紙封筒に入れるなどして前記セカンドバックに分別して収納されていたこ
と，また，同セカンドバック内には，多数のチャック付きポリ袋，スプーン，はさ
み，電子秤１個，未使用の注射器１３組等の覚せい剤密売に関連する物品が入って
いたほか，被告人が自己の物であることを自認する手帳が入っていたこと，前記紙
封筒のうちの１つは兵庫県伊丹市内所在の郵便局に備え付けのものであり，被告人
使用に係る普通乗用自動車から前記紙封筒と同種の銀行等の紙封筒が多数押収され
たこと，被告人の前記手帳には「Ｋ（注：ひらなが人名）　１．３　１６日」の記
載のほかこれと同種の記載が多数なされていること，被告人が現行犯逮捕された日
である平成１４年３月１１日から同月１２日にかけて，茶髪ロングの女性が被告人
又は同人の妻名義の銀行預金口座から前後３１回にわたり合計２７４９万９０００
円を引き出したことが認められる。
　２　前記１認定の事実，とりわけ本件覚せい剤が約１２３グラムと多量であるこ



と，その小分け・収納状況，その他，前記セカンドバック内に覚せい剤密売に関連
する物品が多数在中していたこと等の事実によれば，セカンドバック内の覚せい剤
は密売用のものであり，営利目的で保管されていた物であることは明白というべき
である。
　　　弁護人は，被告人は「Ｊ」から貸金の担保として前記セカンドバックを預か
ったに過ぎない旨主張し，被告人は，その公判供述等において，平成１４年２月１
１日，「Ｊ」に１５万円を貸付け，その担保として同人から本件覚せい剤が在中す
る前記セカンドバックを預かり，逮捕当日，「Ｊ」と会ってその返済を受けるた
め，前記セカンドバックを所持していただけであると供述するのであるが，そもそ
も１５万円程度の貸金の担保として約１２３グラムもの多量の本件覚せい剤を預か
り，しかも格別の理由もなくこれを自ら持ち歩いていたとするその供述内容自体が
極めて不自然不合理なものであって容易に信じがたいものである上，本件覚せい剤
のパケから被告人の指紋が検出されたこと，被告人が小口貸付金の未回収分をメモ
していたとする前記手帳にも，被告人所持に係る携帯電話にも「Ｊ」なる人物に関
する記載や登録がないこと，前記手帳が前記セカンドバック内に存在した理由，前
記手帳の記載内容，本件逮捕当時の前記銀行預金の形成経過及び払戻経過等につ
き，被告人において，指紋が検出されたのは中身を確認したことがあったためであ
ると思う，前記手帳はポケットに入らないのでたまたまセカンドバック内に入れた
に過ぎない，手帳の記載は小口貸付金の未回収分のメモであるなどと強弁するのみ
で，合理的な説明を全くなし得ないこと等に徴すると，被告人の前記各供述部分は
信用できない。
　　　かえって，被告人が本件犯行当時覚せい剤の密売をしていたものであり，本
件覚せい剤の所持が営利目的をもってなされたものであることを推認させる証拠と
して，(1)被告人から覚せい剤を何度か購入した旨及び平成１４年２月初旬ないし中
旬ころ，被告人使用に係る普通乗用自動車内に前記セカンドバックと同様のセカン
ドバックが置かれていているのを見た旨のＫの前掲供述調書謄本（検察官請求証拠
番号７６）中の供述記載部分，(2)平成１３年８月か９月ころ，兵庫県伊丹市内所在
の喫茶Ｌにおいて，被告人において，ＭことＮの指示に従い，同人が電話で注文を
受けた覚せい剤を受渡場所で注文者に交付するため運び出し，あるいは被告人が
「Ｎ」と覚せい剤の密売に関する話をしているのを目撃した旨のＯの前掲供述調書
（同７７）中の供述記載部分，(3)被告人が自分の交際相手ほか１０名位の者に覚せ
い剤を密売していたし，自分も被告人から覚せい剤を購入していた旨のＰの公判供
述があるところ，これらの供述は，いずれも具体的かつ詳細で迫真性に富んでお
り，いずれもその信用性は十分である。
　　　弁護人は，ＯはＱを被告人であると誤認していると主張し，被告人も当公判
廷でこれに沿う供述をするが，Ｏは被告人を２回にわたり目撃した旨供述している
ところ，その供述内容に照らすと見誤り等は考えがたく，その信用性は十分である
から，被告人の前記公判供述は採用できない。
　３　そうすると，前記セカンドバッグ内の覚せい剤は密売用のものであり，営利
目的で保管されていた物であることは明白であることは前記のとおりであるとこ
ろ，そのセカンドバックを被告人が所持しているところを現行犯逮捕されたことに
加えて，前記信用性の十分なＰの公判供述，Ｋ及びＯの前掲供述調書中の各供述記
載部分等を総合考慮すれば，被告人が営利の目的で本件覚せい剤を所持していたも
のと疑いの余地なく認められる。弁護人の前記主張は理由がない。
（累犯前科）
　被告人は，(1)平成７年２月３日和歌山地方裁判所で毒物及び劇物取締法違反罪に
より懲役８月（３年間刑の執行猶予，平成９年１月２３日その猶予取消し）に処せ
られ，平成１０年４月８日その刑の執行を受け終わり，(2)平成８年１２月２４日神
戸地方裁判所尼崎支部で覚せい剤取締法違反罪により懲役１０月に処せられ，平成
１０年６月２５日その刑の執行を受け終わり，(3)その後犯した恐喝罪により平成１
２年１月２０日大阪地方裁判所で懲役１年２月に処せられ，同年９月２０日その刑
の執行を受け終わったものであって，これらの事実は検察事務官作成の前科照会回
答書（検察官請求証拠番号９４）及び前記各前科に係る判決書謄本３通（同９８な
いし１００）によって認める。
（法令の適用）
　被告人の判示第１の所為のうち，公正証書原本不実記載の点は刑法６０条，１５
７条１項に，同行使の点は同法６０条，１５８条１項（１５７条１項）に，判示第
２の所為は覚せい剤取締法４１条の２第２項，１項にそれぞれ該当するが，判示第



１の公正証書原本不実記載とその行使との間には手段結果の関係があるので，刑法
５４条１項後段，１０条により１罪として犯情の重い不実記載公正証書原本行使罪
の刑で処断することとし，各所定刑中，判示第１の罪については懲役刑を，判示第
２の罪については情状により懲役刑及び罰金刑をそれぞれ選択し，判示の各罪は前
記各前科との関係でそれぞれ３犯であるから，いずれも同法５９条，５６条１項，
５７条によりそれぞれ３犯の加重（判示第２の罪の懲役刑については同法１４条の
制限に従う。）をし，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，懲役刑について
は同法４７条本文，１０条により重い判示第２の罪の刑に同法１４条の制限内で法
定の加重をし，その刑期及び所定金額の範囲内で被告人を懲役７年及び罰金２００
万円に処し，同法２１条を適用して未決勾留日数中２００日をその懲役刑に算入
し，その罰金を完納することができないときは，同法１８条により金５０００円を
１日に換算した期間被告人を労役場に留置し，押収してあるチャック付きポリ袋入
り覚せい剤白色結晶粉末３７袋（平成１４年押第７６号の１ないし３３，５５ない
し５８）及びポリ袋入り覚せい剤白色結晶粉末２１袋（同押号の３４ないし５４）
は，いずれも判示第２の罪に係る覚せい剤で犯人の所有するものであるから，覚せ
い剤取締法４１条の８第１項本文によりこれらを没収し，訴訟費用については，刑
事訴訟法１８１条１項本文により全部これを被告人に負担させることとする。
（量刑の理由）
　本件は，被告人が，共犯者４名と共謀の上，中華人民共和国国籍の共犯者に日本
の在留資格を得させる目的で，同共犯者らをして虚偽の婚姻届等を提出させ，日本
人の共犯者の戸籍原本に不実な記載をさせて備え付けさせた公正証書原本不実記
載，同行使の事案（判示第１）と営利目的で覚せい剤を所持した覚せい剤取締法違
反の事案（判示第２）である。
　まず判示第１の犯行について検討すると，被告人は，共犯者から偽装結婚の相手
方を捜して欲しいと頼まれるや，前刑の執行終了後７か月も経ないで，報酬目的で
安易にこれに応じて本件犯行に及んでおり，その利欲的な動機に酌量の余地はない
し，本件犯行において知人を偽装結婚の相手方として紹介するという重要な役割を
果たしたこと，戸籍制度を悪用し，外国人の不法滞在を助長した本件犯行は厳しい
非難に値し，その社会的影響は軽視できず，本件が暴力団組織の介在した犯行であ
ることをも併せ考慮すると，その犯情は悪質である。
　次に判示第２の犯行について検討すると，もとよりその利欲的な動機に何ら酌む
べき事情はなく，本件覚せい剤が極めて多量であり，多額の不法収益を得るために
敢行された常習的かつ職業的犯行であること等に照らすと，極めて反社会的な犯行
であり，その犯情は極めて悪質である。以上の諸事情に加え，被告人は，当公判廷
で営利目的はなかった旨不自然不合理な弁解に終始して恥じるところがなく，真摯
な反省の態度に欠けるといわざるを得ないこと，最終前科に係る刑の執行終了から
わずか１年６か月余りで本件犯行に及んだこと等も併せ考慮すると，再犯のおそれ
も否定できず，被告人の刑事責任は重大である。
　そうすると，判示第１の犯行につき，被告人は直接の実行行為に関与したもので
はないこと，判示第２の犯行につき，覚せい剤が全て押収されて社会内へ拡散する
ことがなかったことのほか，妻が当公判廷で被告人の社会復帰を待つ旨述べてその
更生を願っていること，合計３１万５０００円を社会福祉法人等に贖罪寄付したこ
と，所属暴力団の脱会届を提出したこと等，被告人のために酌むべき事情を最大限
に考慮しても，なお，主文掲記の刑は免れないものと思料する。
　よって，主文のとおり判決する。
　　平成１５年１月２０日
        神戸地方裁判所第１刑事部
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